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期日前投票所における投票用紙の残枚数の不足について 

 第 51 回衆議院議員総選挙及び第 27回最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票所にお

いて、次のとおり投票用紙の残枚数の不足が判明しましたのでお知らせいたします。 

 

 

１ 発生日時 

 ・令和８年２月５日（木） 19 時 00 分頃 

 ・羽幌町役場２階幹部会議室 期日前投票所（羽幌町南町１番地の１） 

 

２ 概要 

  羽幌町役場２階幹部会議室期日前投票所において、上記時間に投票用紙の残枚数を

確認したところ、小選挙区選出議員選挙の投票用紙が、システム上の残数（投票者数

を差し引いた投票用紙の残枚数）より１枚少ないことが判明いたしました。 

  その後、用紙を誤って落とした可能性を疑い投票所内を捜索しましたが見つからず、

比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙の残枚数は一致し

ていることから、小選挙区選出議員選挙の投票用紙を二重交付した可能性もあります。 

 

３ 投票の取扱い 

仮に投票用紙が投票箱に投函されていた場合、その票は特定できないため、正しく

記載されていれば有効票として取り扱われる予定です。 

 

４ 今後の対応 

事案が発生したことを重く受け止め、再発防止策のため、より一層のチェック体制

の強化に努めます。 

 

５ 選挙管理委員会委員長のコメント 

  今回の事案を受け、改めて投票所の事務従事者に対し、再発防止の取組を指示しま

した。 

今後の投票事務に万全を期し、適正な選挙の執行に努めてまいります。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

羽幌町選挙管理委員会事務局（伊藤） 

電話：0164-62-1211（羽幌町役場代表） 

 

 

 

 


